
R7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会等

委員会 ★ ★ ★ ★

幹事会 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

関係者ヒア ※適時実施

関係会議
熊本県渋滞対策推進本部 ：●
熊本県地域公共交通協議会：〇
熊本地域公共交通活性化協議会：▲ 〇

●

▲

ＭＰ策定

ＭＰ作成方針・骨子案

ＭＰ素案

1.都市交通マスタープラン
2.都市圏交通の現状と将来の見通し
3.都市圏の交通ネットワークの将来像
4.将来の交通体系の考え方
5.将来交通計画（モード別整備方針・提案施策）
6.今後の取り組み

ＭＰ最終案

現況分析

現行都市交通マスタープラン振り返り

都市圏交通の現状と課題

テーマ分析・シナリオ分析

都市圏の将来像

将来予測

幹線道路網計画の検討（提案施策）

公共交通網計画の検討（提案施策）

需要予測

＜令和７年度 都市交通マスタープラン策定までのスケジュール＞

●今後のスケジュール

令和7年度
都市交通マスタープラン策定

令和6年度
現況分析・将来予測

令和5年度
事前検討・実態調査

令和4年度
事前検討

令和3年度
予備調査
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●パブリックコメントについて

○パブリックコメントの対象

・本都市圏総合交通協議会の第１１回幹事会及び第７回委員会の意見を踏まえた「都市交通マスタープラン（案）及び

概要版」をパブリックコメントの対象とする。

○パブリックコメントの実施時期及び意見提出期間

・実施時期：令和７年１２月末～令和８年１月末を目途に実施。

・意見提出期間：実施時期の期間内（３０日間）

○パブリックコメントの公表方法

・熊本県、熊本市及び熊本都市圏総合交通協議会のホームページで公表。

・熊本県、熊本市の関係機関及び都市圏市町村で閲覧可能。（意見箱を設置）

○対象者

・制限なし

○意見の提出方法

・電子メール、郵便、ファクシミリ（FAX)、意見箱（紙）

○周知・広報の工夫

・報道機関への投げ込み

・SNS等々の媒体による広報 など

概要
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